
2026年度 須坂市庁内用パソコン調達 賃貸借仕様書 
 
1. 件名 

2026年度庁内用パソコン調達の賃貸借 
 
2. 賃貸借期間 

2026 年 8 月 1 日から 2031 年 7 月 31 日（60か月間） 
※物品の納品は 2026 年 7 月 31 日までに完了すること。 

 
3. 賃貸借物件 

以下の仕様を満たす機器（ソフトウェアを含む）及び納品作業等一式。 
 

3.1 ハードウェア 
① モバイルパソコン 15台 
OS：Windows 11 Pro (64bit) 
CPU：Intel Core i3（第12世代）スペック相当以上 
メモリ：メインメモリ8.0GB以上 
SSD：256GB以上 
14型以下13型以上の非光沢液晶ディスプレイであること。 
ディスプレイの解像度は1,920×1,080ドット以上(HD)であること。 
キーボードは日本語対応であること。 
キーボードが別売りの場合、当該パソコン対応であるキーボード（本体メーカー純正品） 
を本体台数分付属すること。 
持ち運びに適していること。 
・サイズ：330(W)×230(D)×20(H)mm以下 
・質量：約1500g以下 
セキュリティ(盗難防止用)ロックスロットがついていること、または、 
当該パソコンに使用できるセキュリティ(盗難防止用)ロックワイヤーの付属があること。 
インターフェースはタッチパッド、HDMI、内蔵スピーカー、ステレオ・ミニジャック、
USB2.0以上Type-Aが2ポート以上ついていること。 
バッテリーの駆動時間は、フル充電の状態から、JEITA Ver.3.0動画再生計測の5時間相当以上で
あること。 
内蔵式無線LAN機能（WiｰFi６（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）対応、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠）
を搭載していること。 
マウスは付属しないこと。 
法人向けに製造販売されているパソコンであること。 
ベアボーン・ショップブランド等の自作パソコンは不可。 



 
3.2 付属品 

（1）メーカー標準のリカバリーディスク・ドライバーディスク 1セット 
 

3.3 納品場所 
須坂市大字須坂1528-1 須坂市役所 本庁舎3階 303会議室 

 
3.4 納品予定日 

2026 年 8 月 1 日の賃貸借開始日までの納品とする。 
（1）実際の納品日は市担当者と別途協議の上、決定すること。 
（2）新型コロナウィルス感染症をはじめとする社会情勢変化に伴い、調達が著しく困難にな
る等の理由で、納入予定の機器の搬入が予定日までに間に合わない場合、市担当者と別途納品
予定日について協議することとする。 
（3）(2)のような納品の遅れが想定される場合は、賃貸借開始日の1か月前である 2026年7月 
1日までには市担当者までその旨を連絡するものとする。 

 
3.5 納品の流れ 

納入業者は、下記の流れに従って納品作業を実施すること。 
（1） 当市および委託先での設定作業があるため、端末の用意ができ次第すぐに納品するこ

と。 
（2） 納品時は箱に入った状態で持ち込み、その場で箱から出し、空箱は納入業者が処分す

る。取扱説明書、リカバリーディスク、マウス等パソコン付属の不用品も納入業者が
処分する。※詳細は市担当者の指示に従うこと。 

 
3.6 保守・補償 

（1）納品日から1年間の補償期間（無償修理）があること。 
（2）リース期間中、機器の保守窓口は納入業者が責任を持って行い、修理・問い合わせ対応
等を行うこと。 

 
4. 入札金額 

入札書には1ヵ月分のリース金額（税抜き）を記載すること。 
※以下の金額も付記すること 
・リース期間全体（60か月）のリース金額（税抜き） 
・リースに係る費用を除いた納入物品等の総額（税抜き） 

 
5. 支払い 

年2回、当該年度の半年分について6月と12月に支払う。 
ただし、2026年度は12月に8〜3月分（8か月）、2031年度は6月に4〜7月分（4か月）を支払う。 



 
6. その他 

・ 本入札に参加する者は、第三者賃貸方式により第三者をして物件を賃貸しようとする者とする。
契約については、地方自治法第234条の３に基づく⻑期継続契約（リース期間終了まで）とし、
受注者、リース事業者、須坂市の三者契約とする。 

・ 次年度以降については予算の減額等による契約の変更等があり得るが、その際の事後処理の方
法については須坂市と契約業者の間で協議して定めるものとする。 
（次年度以降の予算については議会の議決が必要なため） 

・ リース対象物件には動産総合保険をつけること。 
・ リース期間終了後は、当該物件すべてを当市に無償譲渡すること。 
・ 納入等にあたっては、諸法令を遵守し、諸手続きは受注者が責任をもって代行すること。 
・ リース期間中、リース業者における固定資産税の納付は不要。 

 
◆ 事前提出書類 
2026年 6月29日（月）までに下記を提出すること。 
・第三者賃貸方式における貸付能力証明書 
・予定している機種が本仕様を満たしていることを示す資料（カタログ等） 

※複数の候補がある場合は3機種までの仕様書提出を認める。 
 
問い合わせ先 
須坂市役所 総務部 政策推進課 係⻑ 伊藤 担当者 山岸 電話 026-248-9017(課専用) 
 


